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進歩性判断－オーストラリアの場合－

　日本では近年，進歩性の判断基準が非常に厳しく適
応される状況が続いている。これについて筆者は，様々
な議論があると認識している。進歩性要件が厳しすぎ
ては特許権の取得・維持が極端に困難そして不確実に
なり，かえって産業に悪影響を与えはしまいかという
懸念もある。進歩性判断についての関心の高さは，毎
年のように特許庁審判部や日本弁理士会特許委員会か
ら進歩性検討についての報告書が出されていることか
らも伺える。筆者は企業内で特許実務を経験したが，
社内においても進歩性判断については繰返し検討が行
われていた。
　進歩性の判断基準は国によって異なり，日本の進歩
性の判断基準との比較対象としては米国やヨーロッパ
の進歩性判断手法が取り上げられることが多い。幸い
なことに筆者は，2002 年に日本の弁理士資格を取得し
て実務に携わった後，オーストラリアにて 2006 年より
2 年にわたり特許実務を経験し（現在も継続中），さら
に大学にて特許法を学ぶ機会を得た。本稿では，日本
では取り上げられることの少ない，オーストラリアの
特許制度における進歩性の判断基準を紹介したい。
　オーストラリアは，英国のコモンローの流れをくむ
法体系をとる国である。1903 年にはオーストラリア
独自の特許法が制定されているが，1986 年に司法上
英国から独立するまでは，英国の Court of Appeal が
オーストラリア国内の裁判所の上級裁判所にあたると
いう位置づけであった（1）。そのため，現在でもそれ以
前の判例の多くはオーストラリアの特許法に受け継が
れている。英国の特許法は伝統的に進歩性をさほど厳
しく判断しない法律であったといわれるが，本家の英
国はその後ヨーロッパ特許条約の締結国になるにあた
り，ヨーロッパのより厳しい進歩性基準を採用するこ
ととなった（1977 年法により進歩性基準が引き上げ
られた）。一方，オーストラリアにはそのような転機
が訪れていないため，日本と比べると特許要件を満た
すために要求される進歩性は低いといえるだろう。

　本稿では，オーストラリアの進歩性判断基準につい
て，条文根拠，進歩性判断の手順，および進歩性判断
基準の変遷の観点から，日本の状況と比較しながら述
べる。

1．進歩性判断基準の条文根拠と概要
　オーストラリアの特許法においては，特許法第 18

条に進歩性 inventive step を特許要件として規定し，
さらに第 7 条において inventive step を次のように定
義している。
　 ７条（2）発明が，優先日前に特許地域（オースト

ラリア）に存在した通常の一般的知識（Common 

General Knowledge）に照らし，当業者にとって自
明（obvious）であったであろう場合を除き，その
発明は先行技術基準（Prior Art Base）に対して進
歩性を有しているものとみなされる。前記の知識は，
独立して考慮されるか，あるいは次項に規定する情
報と併せて考慮される。

　　　 （3）当該情報とは，次の通りである。
　　　　 （a）1 の先行技術情報，又は
　　　　 （b）2 以上の先行技術情報の結合
　　　  この場合の情報とは，優先日前に，上記当

業者が，特定，理解，関連するものと考慮
し（ascertained, understood and regarded as 

relevant），さらに複数情報の場合には，（3）
（b）に記載されるよう結合（combined）した
であろうことが合理的に想定され得る（could 

reasonably be expected）情報とする。
　　　 （下線は筆者が付加）
　参考のため，以下原文も掲載する。

［特許要件としての進歩性］
　s18（1）… an invention is a patentable invention for 

the purposes of a standard patent if the 

invention, so far as claimed in any claim:

　　　　　　　…
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　　　 （b） when compared with the prior art base as 

it existed before the priority date of that 

claim:

　　　 （i）is novel; and

　　　 （ii）involves an inventive step;

［進歩性の定義］
　s7（2） For the purposes of this Act, an invention is 

to be taken to involve an inventive step when 

compared with the prior ar t base unless 

the invention would have been obvious to 

a person skilled in the relevant art in the 

light of the common general knowledge 

as it existed in the patent area before the 

priority date of the relevant claim, whether 

that knowledge is considered separately or 

together with the information mentioned in 

subsection（3）．
　　 （3） The  in for mat ion  for  the  purposes  o f 

subsection（2）is:

　　　 （a）any single piece of prior art information; or

　　　 （b） a combination of any 2 or more pieces of 

prior art information;

being information that the skilled person 

mentioned in subsection（2）could, before 

the priority date of the relevant claim, be 

reasonably expected to have ascertained, 

understood, regarded as relevant and, in the 

case of information mentioned in paragraph

（b），combined as  ment ioned in  that 

paragraph.

　日本の進歩性判断と大きく異なる点として，進歩性
の判断基準として最初に Common General Knowledge

が考慮される点が挙げられる。これに加えて（Common 

General Knowledge とまではいえない）公知情報も考
慮に入れることができるが，その場合にはこの情報が
一定の条件を満たさなければ引用例（先行技術情報）
として採用することができない，という点も日本の特
許法の考え方からすると意外に思われるであろう。さ
らに，当業者を認定する際の考え方においても日本の
考え方とは異なる。進歩性判断の論理構成についても
日本との比較を含めて後述する。

2．進歩性判断の手順
　進歩性判断の手順においては，まず，明細書の記載
内容に照らして当業者が認定され，次に，その当業者
における Common General Knowledge が認定される。
次に，進歩性の判断に用いることのできる先行技術情
報が特定される。これは，公知情報を，いわゆる「関
連性フィルタ」にかけ，公知情報のうち一定の条件を
満たし，引用例とし得る情報を特定するステップであ
る。その後，Common General Knowledge および引用
例に基づいて，進歩性の有無の論理構成が試みられる。
　以下，オーストラリアの特許法における進歩性判断
基準について，
　（1）当業者の認定
　（2）背景として考慮される一般的知識の認定
　（3）引用例として採用し得る公知情報の条件
　（4）進歩性の有無の論理構成
の順で説明する。
（1）当業者の認定

　当業者とは，「関連する技術分野における，技能は
あるが，創作力はない者」であるとされ，当該発明ご
とに，発明の内容を考慮したうえで認定される。した
がって，発明の属する技術分野および業界によって，

（例えば日用品の発明においては）平均的な職人であっ
たり，（薬品の発明においては）研究者であったり，
当該発明の内容に応じて実情に即して判断される。複
合的な技術を要する場合や，複数人が研究開発に携わ
ることが通常であるような分野などでは，当業者を複
数人からなるチームであるとすることができる（2）こ
とは，日本の考え方とも似ている。
　日本の特許法と対照的なのは，進歩性判断における
当業者と，発明の実施可能要件の判断における当業者
とは，同じ能力レベルの者であると理解されている点
である。このため，オーストラリアの弁理士に，日本
の特許法では，実施可能性の「当業者」と進歩性判断
における「当業者」は（同じ言葉を使っているけれど）
異なるレベルの「当業者」を想定している，というと
驚かれる。
　当業者をどのように規定するかは，自明な範囲を
超えて進歩性を有すると判断されるために必要な非
自明性の判断のみならず，後ほど説明するように，
Common General Knowledge および，進歩性判断の引
用例として採用し得る先行技術情報の適格性の判断に
おいても重要になってくる。
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（2）�背景として考慮される一般的知識（Common General 

Knowledge）の認定

　「先行技術情報」は法令に規定されており，優先日
前の実施，文献等による公知情報を指す。これに対し，
Common General Knowledge は，もともとは旧法（1952

年法）において進歩性を規定するために判例によって
確立された概念を，1990 年法において成文化したも
のである。そのため，Common General Knowledge に
ついては種々の判例において説明されているが，その
うちのいくつかをここで紹介する。
　「Common General Knowledge とは，当該分野にお
いて新たな製品の製作や既存製品の改良をしようと
する全ての者に利用可能な背景知識および経験であ
り，一般的な知識の集合体として扱われなければなら
ない」（3）。また，当該分野において，十分に周知であ
り，当業者に共有される知識資源の一部であると理解
されるものであることが要される（4）。例として，一般
的な参考書やマニュアル，業界紙などが挙げられてい
る。したがって，「公知の知識」であっても，必ずし
も「Common Knowledge」に該当するわけではない（5）。
　一般的に，企業や大学の研究機関において，研究
開発の成果を特許化することが習慣的に行われて
いるような研究分野においては，Common General 

Knowledge が比較的広い範囲で認定されるといえる。
逆に，家事の工夫の中から生まれた日用品の小発明な
ど，必ずしも高い技術レベルを要しないような分野の
発明であれば，Common General Knowledge の範囲が
比較的狭く認定される可能性もある。
　Common General Knowledge は，事案ごとに，明細
書に開示された発明の内容に鑑みて認定される。審査
段階においては，この点が審査官との争いの主な焦点
になることはあまりないが，Opposition や特許無効訴
訟などの当事者系の審理においては，当業者と擬制さ
れる Technical Expert による証言等を用いて優先日以
前における Common General Knowledge の認定が行
われる。
　なお，実務においては，オーストラリアに出願され
る明細書において従来技術の説明やクロスレファレン
スを行う際には，Common General Knowledge であ
るとの自認にならないよう注意すべきである。明細書
において従来技術を Common General Knowledge で
あると自認するかのような記載をしてしまった場合で
も，後でこれを覆して Common General Knowledge

ではないと主張することは可能である。しかし，その
ためには当業者の証言等による反証が必要となり（6），
不用意に自認をしたがために要らぬ労力を費やすこと
になってしまう。オーストラリア出願の際には，公知
であってもオーストラリアにおいて周知になっていな
いであろうもの（例えば，日本語で公開になったばか
りの自社出願）が「周知」「慣用技術」およびそれに
類する表現で記載されていないか，確認する価値はあ
るであろう。
（3）�引用例として採用し得る公知情報の条件（関連

性フィルタ）

　新規性判断の基準となる「公知技術基準」には，現
在では文献・実施等により公知になった技術全てが含
まれる（世界基準）（7）。しかし，「先行技術情報」（引
用例）として進歩性判断に採用し得るのは，公知となっ
ている技術のうち，ある一定の条件を満たしたものに
限られる。
　公知技術を引用例として採用し得るか否かは，その
情報が，「当業者が，特定，理解，関連すると考慮し

（ascertained, understood and regarded as relevant），
さらに複数情報の場合には，同号に記載されるよう結
合したであろうことが合理的に想定され得る」か否か
により判断される。すなわち，公知であるのみならず，
上記の付加的条件を満たしてはじめて，進歩性判断の
引用文献として適格性が認められる。この付加的条件
は，関連性フィルタとも呼ばれている。日本では，新
規性判断に用いられる公知情報であれば特に付加的条
件なく進歩性判断に用いることができるが，オースト
ラリアの関連性フィルタはこれとは対照的である。
　以下，“（could be reasonably expected to have）ascer-

tained, understood and regarded as relevant”および複
数文献の場合は“combined”からなる関連性フィル
タを各段階ごとに分解し，事例を示しながら説明する。
（a）Ascertained「発見」

　“Ascertain”とは，文献を ｢ 発見 ｣ することと同義
と解釈されている。日本語に訳しても，「特定する」
よりも「発見する」のほうが感覚的にわかり易いので
はないだろうか。関連性フィルタの第 1 段階では，同
一の技術分野に属する情報であって，合理的にみて当
該技術分野における当業者が発見し得たと考えられる
ような態様にて公開されたものは，発見し得たものと
考慮される。
　このことは，逆にいえば，「当該技術分野における
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当業者が発見し得たとは合理的にみて考えられない」
という反論が可能であるということである。では，ど
のような情報が「発見」のフィルタでふるい落とされ
るのであろうか。
　英国における 1972 年の判決に，進歩性判断の引
用例とし得る公知文献の範囲をいかに認定すべきか
を論じたものがある（8）。この判決では，Omniscient 

artisan approach（ 全 知 の 当 業 者 論 ） と Diligent 

searcher approach（勤勉な調査者論）の２つのアプロー
チが対比された。「全知の当業者論」とは，進歩性判
断の基準となる当業者は，当該技術分野において公開
された全ての文献を知り，そして理解した者であると
いう考え方である（日本の考え方に相当する）。これ
に対し，「勤勉な調査者論」では，当業者とは skilled 

but unimaginative（技能は有するが創作力はない）な
者であり，この当業者が勤勉な態度で調査を行った場
合に発見するであろう情報を進歩性判断の基準とす
る，という考え方である。この英国判決では，勤勉な
調査者論が採用され，公知となっている全ての情報を
進歩性判断に用いるというアプローチは否定された。
　この英国の判決の考え方がオーストラリアにおける
判決によって確認されたため（9），オーストラリアでは
現在に至るまで「勤勉な調査者論」の判断基準が用い
られている。
　このことから，合理的に「発見」し得たとはいえな
いものとして，次のような事例が審査官マニュアルに
示されている（10）。
　・ 外国特許庁のファイルに閉じられていた特許明細

書であって，当業者が発見しうるとは考えにくい
もの

　・膨大な書面における，あいまいな記述
　また，「発見」フィルタにおいても，合理的に発見
し得たか否かの主体である当業者のレベルが考慮され
ることは興味深い。例えば，フットボールの試合にお
いて用いられる器具の発明について，当該技術分野の
当業者はコーチや審判員であり，コーチや審判員が米
国の特許文献の調査を行うことは合理的に期待できる
ものではないとし，米国の特許文献は当該発明の進歩
性判断に用いることができないと判断された判例があ
る（11）。
　日本の審査基準では，文献を入手することがどれほ
ど困難であろうとも，その文献が刊行物として存在し
さえすれば進歩性判断の比較対象となる。それに対し

「勤勉な調査者」のアプローチを採用するオーストラ
リアでは，たとえ公知の文献であって新規性判断に用
いられる文献であっても，「発見」フィルタによりふ
るい落とされて進歩性判断には用いられない可能性が
ある。
（b）Understood「理解」

　「理解」のフィルタは，当業者が，「発見」した公知
技術の内容を理解し，その重要性を認識したであろう
といえるかどうかのテストである。通常，公知技術が
当該発明（すなわちその当業者）と同じ技術分野に属
する場合には，当業者はこれを理解し得たものと判断
される（12）。
　ただし，公知文献の内容が不明瞭で当業者がこれを
理解できないであろう場合や，公知文献のレベルが当
業者には高すぎるため理解できないであろう場合が，

「理解」の要件を満たさない例として審査官マニュア
ルに紹介されている（13）。
　なお，公知文献が外国語によるものであることは，
必ずしも当業者がこれを理解することの妨げにはなら
ないものとされているが，そのためには，当業者が理
解できたであろうことを示す必要がある。例えば，英
語のアブストラクト，図面，（容易に入手可能な）翻訳，
もしくは原語に基づいて理解し得た場合等が挙げられ
る。逆に，出願人・権利者側としては，文献が外国語
であるにも関わらず「理解」のフィルタの議論がなさ
れていない場合には，当業者がその外国語による文献
を理解できないと合理的に考慮されることを主張でき
る。ここでも，当業者のレベルや（言語）知識が関わっ
てくるといえよう。
（c）Regarded as relevant「関連するものと考慮」

　「関連するものと考慮」するとは，当該分野におけ
るなんらかの技術に関連するものと考慮する，という
広義ではなく，当該発明において発明者が解決したと
主張する課題に関連するものと考慮する，という狭義
に解釈される（14）。そして，請求項が複数ある場合は，
当該公知技術が関連するものと考慮され得たかが請求
項ごとに判断されるため，「関連するものと考慮」さ
れたか否かのフィルタは更に厳しくなる。
　以上説明した「発見」「理解」「関連するものと考慮」
のフィルタにおいては，文献が外国語であってもその
ことによって必ずしも引用例としての適格性を欠くも
のではない。しかし，英語の文献等と比較すると，「オー
ストラリアにおける当業者」が外国語の文献等を「発
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見」「理解」「関連するものと考慮」することには，よ
り困難が伴うといえる。したがって，英語以外の言語
による文献が進歩性判断において引用された場合に
は，その文献がはたして関連性フィルタをパスするも
のかどうか，問うてみる価値はある。
（d）Combined「組合せ」

　 複 数 の 先 行 技 術 情 報 を 組 み 合 わ せ た も の を
Common General Knowledge と併せて考慮することが
許されるようになったのは 2002 年以降のことなので，

「組合せ」のフィルタについてはあまり多くの解説が
存在しない。組み合わせることについての動機あるい
は示唆が，組み合わせんとする先行技術情報中に，あ
るいは技術常識として存在する場合，また，当該情報
中が本来的に組み合せることが望ましいと考えられる
要素を含む場合などが，積極的に組み合わせることの
要因になると考えられている。
　審査官マニュアルには，当業者が組み合わせるであ
ろうとは考えられない例として，日本の審査基準にお
ける「阻害要因」のような考え方も列挙されている。
しかし同時に，組み合わせることが望ましいことが先
行技術によって示唆されていない限り，単に「組み合
わせ得る」というのみでは，「当業者が組み合わせた
であろう」とは認定できないことも明記されている。
このように，「～でない限り，組み合わせたであろう
とはいえない」と，組み合わせることを条件付で許可
する例示があるあたりは，「阻害要因がない限り組み
合わせられる」考え方が主流となっている日本の審査
基準よりは緩やかであるといえるだろう。
　なお，条文によれば，関連性フィルタを用いて
特 定 さ れ る 情 報 を 用 い ず と も，Common General 

Knowledge のみで進歩性を否定することも可能であ
る。しかし，Common General Knowledge のみで進歩
性が否定されることは，審査段階においてもその後の
第三者による攻撃においても稀のようである。引用例
として用いたい情報が Common General Knowledge

であることを示すことよりも，関連性フィルタの条件
を満たすことを示すことのほうが容易であると考えら
れているからであろう。
（4）�進歩性の有無の論理構成（Test for an inventive 

step）

　 上 述 の よ う に， 当 業 者，Common General 

Knowledge，および引用例としての適格性が認定され
た後，これらに基づいて進歩性の有無の論理構成が論

じられる。
　日本では，引用発明を認定した後，「引用発明に基
づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できた
ことの論理づけができるか否かにより行う」という明
確な指針が与えられ，その上で論理づけの具体例や，
引用発明とすることの阻害要因などが列挙されてい
る。引用発明と請求項発明の対比に関しても，主引例
を特定し，一致点・相違点を明確にした上で，相違点
については，主引例および周知･慣用技術を含む他の
引用発明を用いて論理づけを試みる，と丁寧なガイド
ラインがある。
　比べて，オーストラリアでは，引用発明の認定後，
いかなる考え方により進歩性の有無を認定するか，と
いう手順はシステマティックには決められておらず，
積み重ねられた判例に委ねられているというのが実情
のようである。したがって，特許法について書かれた
書籍を見ると，まず，条文にある自明（obvious）とは，
辞書の字義どおり“very plain”（15）を意味する，とい
うことを説明した後は，個々のアプローチの例・判例
が列挙されている。
　そのうち，Problem-solution アプローチが一般的な
アプローチであり，審査官が主に用いる手法でもある
ので，ここではこれを主に説明する。
（a）Problem-Solution アプローチ

　このアプローチはヨーロッパでの考え方に類似のも
のであるが，明細書の記載に基づいて解決されるべき
課題を特定し，当業者が優先日以前においてその課題
を解決するためにどのような手段を取ったと考えられ
るか，が判断される。当業者が優先日以前に持ってい
たと考えられる知識に基づいて取ったであろう解決手
段により当該発明に到達する場合は，進歩性なしと判
断される。
　その際に，「当業者が，有用な結果をもたらすとい
う期待をもって，当該発明に当然のごとく直接に導か
れた（directly be led as a matter of course）か否か」，
という Cripps Question が問われる。Cripps Question

は 1928 年の英国の訴訟（16）で提案された命題で，その
後，英国やオーストラリアの判決で繰り返し用いられ
ることにより定着した（17）。例えば，化学物質の発明
について，もともと多くの組合せや製造方法の可能性
が存在した場合に，当該発明に係る特定の組合せや方
法が所望の結果を生むであろうとの期待をもって当業
者がこれらを追求したであろうか，ということが考慮
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される。例え試行錯誤を行うこと自体が当業者にとっ
て日常的なことであったとしても，試行錯誤の過程に
おける誤りの発見が発明のきっかけになったり，幾多
の可能性から正解を選択することに創意が凝らされた
のであれば，試行錯誤前においては当該発明が自明で
はなかったと考えられる。
　さらに，当該発明の組合せ等を「試みる」ことが
自明で「試みる」価値がある場合（obvious to try, 

worthwhile to try）であっても，その発明自体が自明
であるとは限らないことが判示されている（18）。ただ
単になにがしかの可能性や新たな知見を得るために試
行する価値がある，という程度では進歩性は否定され
ないのである。
　なお，新しい技術分野の場合等に見られるように，
この Problem-Solution アプローチが適さず，課題自体
に進歩性が存在することが認められる場合もある。
（b）組み合わせの進歩性について

　それぞれの要素が自明であっても，その組み合わせが
自明でなければ進歩性を否定できないとされている（19）。
更に，公知技術として挙げられた 2 つの要素が比較的
近い内容のものであって（玄関ドア錠についての 2 つ
の公知技術（20），船舶の本体の外形の 2 つの公知技術（21），
など）それぞれが周知であったとしても，それらを組
み合わせることが容易であるという積極的な証拠なし
には進歩性を否定しない，という考え方のようである。
ここでも，組み合わせ得るというだけでは進歩性を否
定しないという基準が再確認されている。
（c）必要とされる inventiveness の程度

　 進 歩 性 が 認 め ら れ る た め に 必 要 な 発 明 性
（inventiveness）の程度については，「僅かな発明性
（scintilla of inventiveness）」（22）さえあれば足りるとさ
れている。当該発明が自明でなかったのであれば，従
来技術等との差異がどれほど小さく，簡易なもので
あったとしても，進歩性が否定されるものではないと
いうことである（23）。
（d）後知恵について

　進歩性の判断に後知恵を用いてはならないことは，
多くの判例においてたびたび確認されている（24）。こ
れを見る限り，後知恵を排除して進歩性を主張する議
論はオーストラリアにおいては十分に有効な手法のよ
うである。
　なお，当業者を複数人からなるチームとする場合に
は，このチームの選定にも後知恵を働かしてはならな

いことが確認されている（25）。
（e）進歩性を示唆する二次的考慮事項

　その他，進歩性を示唆する要素として，長年にわた
る課題であったこと，他の試みが失敗していること，
商業的成功，および従来技術よりも好ましいものとし
て当該発明が模倣されていること，などが審査官マ
ニュアルに例示されている。長年にわたる課題であっ
たことや他の試みが失敗していることをもって発明の
困難性を認め，進歩性を示唆する事情として扱う考え
方は日本の審査基準には見られないものである。

3．進歩性の判断基準の変遷
　進歩性の判断基準の変遷について簡単に紹介する。
（1）1990 年以前

　進歩性を特許要件として初めて成文化したのは
1952 年法である。1952 年法においては，進歩性判断
の基準としては，Common General Knowledge のみが
考慮され，先行技術情報は進歩性判断の基準としては
採用されなかった。新規性判断と進歩性判断において
基準とされる比較対象が異なることは，オーストラリ
アの特許法において古くから存在する考え方であるこ
とがわかる。
　優先日が 1990 年以前の特許の有効性を争う場合に
は，進歩性判断の閾値の低さに留意すべきである。
（2）1990 年新法

　1990 年に新しい特許法が導入され（1991 年 5 月 1

日以降の出願に適用），これにより進歩性判断のため
に先行技術情報を合わせて参照し得るようになった。
ただし，この時点では，文献公知は世界基準であるが，
その他実施等による公知は国内基準であった。
（3）2001 年法改正

　（a） 2002 年 4 月 1 日以降の出願については，実施
等による公知についても世界基準となった。

　（b） 2 以 上 の 引 用 発 明 を Common General 

Knowledge と組み合わせることが可能となっ
た。2001 年改正以前は，一方の文献が他方の
文献に関連性の高いものとして併せて紹介さ
れている場合など，当業者がそれらの情報を
同一の情報源として取り扱うであろう場合に
しか，2 以上の引用発明を用いることができな
かった。

　（c） 「特許庁長官が新規性・進歩性を有すると納得
した場合に」特許出願を許可する（49 条（1）
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（a））（26），との規定が追加され，2001 年 4 月 1

日以降の出願については，benefit of the doubt

（「疑わしきは罰せず」）アプローチの代わりに，
balance of probability（蓋然性の均衡）アプロー
チが導入され，進歩性判断の閾値が上げられた。

「特許を受けることができないものであるとの
審査官の心証が変わらない場合に拒絶査定をす
る」，とする日本の審査基準に類似するもので
あろう。

　なお，1952 年法と現 1990 年法を比較すると，引用
し得る公知技術が拡大されたが，当業者や引用例を認
定した後の進歩性の有無を論じる際の論理構成は法改
正によって変化したのかどうか，という問題がある。
例えば，Problem-Solution アプローチについては，こ
れが現在でも採用し得るかどうか，相反する判例が出
たこともあり（27），多少の混乱もある。しかし，法改
正の前後で引用例の認定方法は変化したものの，進歩
性有無の論理構成は変化していないというのが大方の
見方のようである。
　また，現在採用される Common General Knowledge

はオーストラリア国内におけるものに限定されてい
る。2001 年改正法案において，公知技術が世界基準
であることに合わせて，Common General Knowledge

もオーストラリア国内基準から世界基準に広げること
が提案されたが，これは上院にて棄却され，実現さ
れなかった（28）。しかし，現在でも，Common General 

Knowledge を認定するために海外の Expert Witness

を用い，条件付（29）ではあるが国内の当業者による証
言に代えることもある。このため，特に高度な技術分
野や国際交流が盛んな分野においては，国内基準と世
界基準のどちらであっても実際にはあまり違いがなく
なってくるかもしれない。

4．まとめ
　オーストラリアの特許法における進歩性判断の基準
は，日本の判断基準と比較すると，（1）当業者のレベ
ルを発明に応じて認定し，その後の Common General 

Knowledge および引用例の認定にも用いること，（2）
進歩性判断の基準として Common General Knowledge

を用いること，（3）追加的に用いる先行技術情報（引
用例）には関連性フィルタを通過した公知情報のみを
採用し得ること，および（4）進歩性有無の論理構成
の手法において異なる。

　判例や審査官マニュアルからは，オーストラリアに
おける進歩性の判断基準が多分に出願人・権利者寄り
だという印象を受ける。審査官マニュアルも，進歩性
を否定できない，進歩性を認めるべき場合の例示が多
くある。また，判例でも，「…の場合は進歩性が無い
とはいえない」あるいは，「…をもってしては進歩性
を否定してはならない」というように，誤った基準を
適用して進歩性を否定してしまうことを戒める表現を
多く目にするように感じる。
　特許事務所における職場の雰囲気や審査官とのやり
取りなど，特許実務に携わっていても easygoing を誇
るオーストラリアの国民性を実感することは多い。進
歩性の判断基準も，オージーの国民性に似ておおらか
である。
　特許要件の進歩性の判断基準をどのように設定し，
どのように運用していくかは，それぞれの国が自国の
実情やそれまでの経緯により決める部分が大きく，簡
単に比較して論ずることは難しい。また，米国の進歩
性判断がここ数年で急に厳しくなっているように，判
断基準は年代により厳しくなったり緩やかになったり
と変遷をしていくものでもある。日本とオーストラリ
アはその意味で異なるフェーズにあるのかもしれな
い。本稿によるオーストラリアの特許法における進歩
性判断基準の紹介が，一つの比較対象として，読者の
興味を引けば幸いである。
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